
（単位：百万円）

金　　　　　　額 金　　　　　　額

36,565 1,108,937 

40,000 3,060 

229 10 

218,150 12,000 

874,227 6,610 

371 未 払 法 人 税 等 73 

9,262 そ の 他 の 負 債 6,537 

18,907 3,447 

2,276 88 

4,794 345 

10,170 2,894 

△ 18,532 10,170 

△ 10 1,147,564 

17,700 

24,178 

資 本 準 備 金 15,641 

そ の 他 資 本 剰 余 金 8,536 

3,194 

そ の 他 利 益 剰 余 金 3,194 

繰 越 利 益 剰 余 金 3,194 

△ 0 

45,072 

△ 278 

△ 6 

4,062 

3,777 

48,849 

1,196,413 1,196,413 

自 己 株 式

株 主 資 本 合 計

純資産の部合計

資産の部合計 負債及び純資産の部合計

その他有価証券評価差額金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

土 地 再 評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

無 形 固 定 資 産

利 益 剰 余 金

繰 延 税 金 資 産

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

投 資 損 失 引 当 金

（純 資 産 の 部）

負債の部合計

資 本 金

資 本 剰 余 金

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金

再評価に係る繰延税金負債

支 払 承 諾

外 国 為 替

そ の 他 資 産

退 職 給 付 引 当 金有 形 固 定 資 産

外 国 為 替

貸 出 金

社 債

コ ー ル ロ ー ン

商 品 有 価 証 券

有 価 証 券

譲 渡 性 預 金

そ の 他 負 債

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

現 金 預 け 金 預 金

取 締 役 頭 取　 　 粟   　野　     学

          　 中間貸借対照表 （平成21年９月30日現在） 

科　　　　　　目 科　　　　　　目

第 162 期 中 間 決 算 公 告

平成21年12月18日 山 形 県 山 形 市 旅 篭 町 三 丁 目 ２ 番 ３ 号

株 式 会 社 き ら や か 銀 行
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  中間損益計算書

（単位：百万円）

科　　　　　目 金　　　　　　　　　　　額

12,973

11,345

（ う ち 貸 出 金 利 息 ） ( 10,040 )

（うち有価証券利息配当金） ( 1,268 )

1,394

116

117

12,444

1,542

（ う ち 預 金 利 息 ） ( 1,362 )

885

37

8,723

1,256

528

158

61

625

26

5

32

593

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

法 人 税 等 合 計

中 間 純 利 益

経 常 利 益

特 別 利 益

特 別 損 失

税 引 前 中 間 純 利 益

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 業 務 費 用

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

　平成21年 4月  1日から
  平成21年 9月 30日まで

経 常 収 益

資 金 運 用 収 益

役 務 取 引 等 収 益
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個 別 注 記 表 
 
記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 
中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

1. 商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 

2．有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社・

子法人等株式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のあ

るものについては中間決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、時価

のないものについては移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。なお、その他有

価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

(2) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証

券の評価は、時価法により行っております。 

3．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

4．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

有形固定資産は、定率法（ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）

については定額法）を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。また、

主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物  15 年～50 年 

その他   3 年～ 6 年       

 (2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。 

なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間（5 年）に基づいて償却し

ております。 

(3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」（及び「無形固定資産」）中のリー

ス資産は、リース期間を耐用年数とした定額法によっております。なお、残存価額については、リー

ス契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。 

5．繰延資産の処理方法 

(1) 株式交付費 

３年間の均等償却を行っており、第Ⅲ種優先株式の発行日から当会計年度末までの７箇月間のうち、

当中間会計期間における経過月数である１箇月間相当額を計上しております。 
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なお、繰延資産はその他資産に含めて計上しております。 

6．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係る債

権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下

のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収

可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経

営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可

能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判

断し必要と認める額を計上しております。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき

計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から

独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っており

ます。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及

び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減

額しており、その金額は7,572百万円であります。 

(2) 投資損失引当金 

投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券の発行会社の財政状態等を勘案して

必要と認められる額を計上しております。 

(3) 退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当中間期末において発生していると認められる額を計上しております。また、過去

勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりであります。 

過去勤務債務   その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11年）による定

額法により費用処理又は発生年度において全額費用処理 

数理計算上の差異 各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11年）による定額

法により按分した額を、それぞれ発生の翌期から費用処理 

（会計基準変更時差異の償却期間） 

なお、会計基準変更時差異（3,546百万円）（代行返上後）については、15年による按分額を費用処

理することとし、当中間期においては同按分額に12分の6を乗じた額を計上しております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の 

支給見積額のうち、当中間期末までに発生していると認められる額を計上しております。 
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(5) 睡眠預金払戻損失引当金 

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるた

め、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。 

7．外貨建て資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産・負債は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

8．リース取引の処理方法 

所有権移転外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年4月1日前に開始する

事業年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 

9．ヘッジ会計の方法 

(1) 金利リスク・ヘッジ 

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計

基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号。

以下「業種別監査委員会報告第24号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有

効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等

とヘッジ手段である金利スワップ取引等を個別契約ごとに特定し、有効性の評価をしております。 

また、キャッシュ･フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の

相関関係の検証により有効性の評価をしております。 

なお、一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。 

 

(2) 為替変動リスク・ヘッジ 

外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外

貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会

報告第25号。以下「業種別監査委員会報告第25号」という。）に規定する繰延ヘッジによっておりま

す。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で

行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権

債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの

有効性を評価しております。 

10．消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税（以下、消費税等という。）の会計処理は､税抜方式によっております。 

ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間期の費用に計上しております。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

1．関係会社の株式総額980百万円 

2．貸出金のうち、破綻先債権額は2,978百万円、延滞債権額は45,339百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により

元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却

を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政

令第97号）第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている

貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を

図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

3．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は714百万円であります。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延してい

る貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

4．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は3,397百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利

息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先

債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

5．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は52,430百万円で

あります。 

なお、2．から5．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

6．手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け

入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有して

おりますが、その額面金額は10,517百万円であります。 

7．ローン・パーティシペーションで、平成7年6月1日付日本公認会計士協会会計制度委員会報告第3号に

基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のうち、中間貸借対照表計上額は、      

700百万円であります。 

8．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産   

有価証券 14,411 百万円 

その他 6 百万円 

担保資産に対応する債務   

預金 1,257 百万円 

上記のほか、為替決済、共同システム等の取引の担保として、有価証券31,319百万円を差し入れてお

ります。 

また、その他資産のうち保証金は722百万円であります。 
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9．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場

合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する

契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、75,361百万円であります。このうち契約残存

期間が１年以内のものが64,457百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのもの

が必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多く

には、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた

融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時に

おいて必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内

手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じておりま

す。 

10．土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を

行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負

債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

再評価を行った年月日  平成11年3月31日 

同法律第3条第3項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令第119号）第2条第1号に定める地価

公示法の規定により公示された価格、第2条第3号に定める土地課税台帳及び第4号に定める地価税の

課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法に基づ

いて、奥行価格補正、側方路線影響加算等合理的な調整を行って算出。 

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当中間期末における時価の合計額と当該事業

用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 6,403百万円 

11．有形固定資産の減価償却累計額 17,329百万円 

12．社債には、劣後特約付社債12,000百万円が含まれております。 

13．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）による社債に対する当行

の保証債務の額は9,293百万円であります。 

14．１株当たりの純資産額222円40銭 

15．銀行法施行規則第19条の２第１項第３号ロ(10)に規定する単体自己資本比率（国内基準） 10.43％ 

 

（中間損益計算書関係） 

1．「その他経常費用」には、睡眠預金払戻損失引当金繰入額415百万円、貸出金償却268百万円及び株式等

償却247百万円を含んでおります。 

2．１株当たり中間純利益金額 4 円 56 銭 

3．潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額 4 円 52 銭 

4. 当中間会計期間において、当行が保有する以下の資産について使用目的を変更すること及び、使用を中

止または中止を予定したこと等に伴い投資額の回収が見込めなくなったことから、以下の資産について
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減損損失を計上しております。 

減損損失  （単位：百万円） 

用 途 種 類 場 所 金 額 

遊 休 土 地 山形県          10  

合   計        10  

  営業用店舗については、それぞれを収益管理上の区分（エリアに属する店舗グループ、エリアに

属しないそれぞれの店舗）ごとにグルーピングし、最小単位としております。また、遊休資産は、

各資産を最小単位としております。本部、地区センター等については独立したキャッシュ・フロー

を生み出さないことから共用資産としております。 

  なお、当中間会計期間の減損損失の測定に使用した回収可能額は正味売却価額であります。正味

売却価額は、不動産鑑定評価書又は地価公示法により公示された価格等に基づいて時価の算定を行

っております。 
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（有価証券関係） 

中間貸借対照表の「有価証券」について記載しております。 

1． 満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成21年9月30日現在） 

 
中間貸借対照表計上額  

(百万円) 

時価 

(百万円) 

差額 

(百万円) 

国債 ― ― ― 

地方債 ― ― ― 

社債 7,914 8,099 185 

その他 1,902 1,747 △154 

合計 9,816 9,847 30 

（注）1．時価は、当中間期末における市場価格等に基づいております。 

 

2．その他有価証券で時価のあるもの（平成21年9月30日現在） 

 
取得原価 

（百万円） 

中間貸借対照表計上額 

(百万円) 

評価差額 

(百万円) 

株式 9,762 8,123 △1,639 

債券 147,913 149,739 1,826 

国債 115,804 117,514 1,709 

地方債 2,152 2,179 27 

社債 29,955 30,044 89 

その他 39,606 39,140 △465 

合計 197,281 197,003 △278 

（注）1．中間貸借対照表計上額は、当中間期末日における市場価格等に基づく時価により計上したも

のであります。 

2．その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下

落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該

時価をもって中間貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当中間期の損失として処理（以

下「減損処理」という。）しております。 

当中間期における減損処理額は、株式247百万円であります。 

また、有価証券の減損処理にあたっては、個々の銘柄について中間期末日における時価が取

得原価に比べて50％以上下落している場合はすべて実施しており、30％以上50％未満の下落

率の場合は、発行会社の業績や過去一定期間の時価の推移等を考慮し、時価の回復可能性が認

められないと判断されるものについて実施しております。 

（追加情報） 
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変動利付国債の時価については、昨今の市場環境を踏まえた検討の結果、引続き市場価格を

時価とみなせない状態にあると判断し、当中間期末においては、合理的に算定された価額をも

って中間貸借対照表計上額としております。これにより、市場価格をもって中間貸借対照表価

額とした場合に比べ、「有価証券」は5,697百万円増加、「その他有価証券評価差額金」は5,697

百万円増加しております。 

変動利付国債の合理的に算定された価額は、固定利付国債の価格に整合的な割引率と市場で

評価されるスワップション・ボラティリティを価格決定変数とし、将来のキャッシュ・フロー

を想定し、算定した現在価値であります。 

 

3．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額（平成21年9月30日現在） 

内  容 金 額(百万円) 

満期保有目的の債券     

 非上場国内債券 380 

子会社・子法人等株式及び関連法人等株式  

子会社・子法人等株式 963 

関連法人等株式 17 

その他有価証券     

 非上場株式 1,057 

 非上場国内債券 8,913 

 

（金銭の信託関係） 

1.満期保有目的の金銭の信託（平成21年9月30日現在） 

該当事項はありません。 

 

2.その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（平成21年9月30日現在） 

該当事項はありません。 
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（税効果会計関係） 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。 

繰延税金資産    

貸倒引当金損金算入限度額超過額 8,340 百万円 

その他有価証券評価差額金 112  

税務上の繰越欠損金 4,108  

退職給付引当金損金算入限度額超過額 1,394  

減価償却超過額 268  

役員退職慰労引当金損金算入限度超過額 35  

その他 3,369  

繰延税金資産小計 17,628
 

 

評価性引当額 △12,834
 

 

繰延税金資産合計 4,794  

繰延税金負債 ―  

繰延税金資産の純額 4,794 百万円 
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（単位：百万円）

科　　　　　目 金　　　額 科　　　　　目 金　　　額

（　負　債　の　部　）

36,565 預 金 1,108,546 

40,000 譲 渡 性 預 金 3,060 

229 外 国 為 替 10 

217,678 社 債 12,000 

876,222 そ の 他 負 債 8,455 

371 退 職 給 付 引 当 金 3,480 

10,539 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 95 

18,919 利 息 返 還 損 失 引 当 金 7 

2,291 睡眠預金払戻損失引当金 345 

5,048 繰 延 税 金 負 債 22 

10,170 再評価に係る繰延税金負債 2,894 

△ 19,899 負 の の れ ん 115 

△ 10 支 払 承 諾 10,170 

負債の部合計 1,149,203 

（ 純資産の部 ）

資 本 金 17,700 

資 本 剰 余 金 22,986 

利 益 剰 余 金 4,305 

自 己 株 式 △ 0 

株 主 資 本 合 計 44,990 

その他有価証券評価差額金 △ 261 

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △ 6 

土 地 再 評 価 差 額 金 4,062 

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 3,794 

少 数 株 主 持 分 136 

純資産の部合計 48,921 

1,198,125 負債及び純資産の部合計 1,198,125 

第 162 期 中 間 決 算 公 告

平成21年12月18日

山 形 県 山 形 市 旅 篭 町 三 丁 目 ２ 番 ３ 号

株 式 会 社 き ら や か 銀 行
取 締 役 頭 取　 　 粟  　野　    学

中間連結貸借対照表（平成21年9月30日現在）

（　資　産　の　部　）

現 金 預 け 金

コールローン及び買入手形

商 品 有 価 証 券

有 価 証 券

貸 出 金

外 国 為 替

そ の 他 資 産

有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産

資産の部合計

繰 延 税 金 資 産

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

投 資 損 失 引 当 金
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（単位：百万円）

科                      目 金                        額

13,438

11,449

（ う ち 貸 出 金 利 息 ） ( 10,183 )

（ う ち 有 価 証 券 利 息 配 当 金 ） ( 1,228 )

1,639

126

223

12,692

1,546

（ う ち 預 金 利 息 ） ( 1,361 )

909

37

8,916

1,282

746

196

61

881

30

72

103

7

770

法 人 税 等 調 整 額

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 利 益

中 間 純 利 益

税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

特 別 損 失

特 別 利 益

そ の 他 業 務 費 用

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

経 常 利 益

そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用

経 常 収 益

資 金 運 用 収 益

役 務 取 引 等 収 益

そ の 他 業 務 収 益

中間連結損益計算書
平成21年 4月  1日から

平成21年 9月 30日まで
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連 結 注 記 表 

 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

中間連結財務諸表の作成方針 

（1）連結の範囲に関する事項 

① 連結される子会社及び子法人等  ３社 

  主要な会社名 

・きらやかカード株式会社 

・山形ビジネスサービス株式会社 

・きらやかキャピタル株式会社 

② 非連結の子会社及び子法人等 

該当ありません。 

 

（2）持分法の適用に関する事項 

① 持分法適用の非連結の子会社及び子法人等 

該当ありません。 

② 持分法適用の関連法人等   ２社 

主要な会社名 

・株式会社東北バンキングシステムズ 

・株式会社富士通山形インフォテクノ 

③ 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等 

該当ありません。 

④ 持分法非適用の関連法人等 

該当ありません。 

 

（3）連結される子会社及び子法人等の中間決算日等に関する事項 

すべての連結される子会社及び子法人等の決算日は中間決算日（９月末日）と一致しております。 
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会計処理基準に関する事項 

(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法 

(ｲ) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他

有価証券のうち時価のあるものについては中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移

動平均法により算定）、時価のないものについては移動平均法による原価法又は償却原価法により行っ

ております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

(ﾛ) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証

券の評価は、時価法により行っております。 

(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

(4) 減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

当行の有形固定資産は、定率法（ただし、平成 10 年 4月１日以後に取得した建物（建物附属設備を

除く。）については定額法）を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物  15 年 ～ 50 年 

その他   3 年 ～  6 年 

連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主とし

て定率法（ただし、平成 10 年 4月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）については定額

法）により償却しております。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当

行並びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（主として５年）に基づいて償却して

おります。 

③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」（及び「無形固定資産」）中のリー

ス資産は、リース期間を耐用年数とした定額法によっております。なお、残存価額については、リー

ス契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。 

(5) 貸倒引当金の計上基準 

当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係る債

権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下の

なお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能

見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻

に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額

及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と

認める額を計上しております。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計

上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独

立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び

保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額し

ており、その金額は 7,572 百万円であります。 

連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して

必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額をそれぞれ引き当てております。 
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(6) 投資損失引当金の計上基準 

当行の投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券の発行会社の財政状態等を勘案

して必要と認められる額を計上しております。 

(7) 賞与引当金の計上基準 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当

中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。なお、当中間連結会計期間の賞与確定額は、その

他負債に含まれております。 

(8) 役員賞与引当金の計上基準 

役員賞与引当金は、連結子会社の一部において、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する

賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。 

なお、当中間連結会計期間は、支給見込額が零であるため計上しておりません。 

(9) 退職給付引当金の計上基準 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しており

ます。また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりであります。 

過去勤務債務    その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11年）による定額法

により費用処理又は発生連結会計年度において全額費用処理 

数理計算上の差異  各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11年）

による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処

理 

   （会計基準変更時差異の償却期間） 

なお、会計基準変更時差異（3,546 百万円）（代行返上後）については、15 年による按分額を費用処

理することとし、当中間連結会計期間においては同按分額に12分の6を乗じた額を計上しております。 

(10) 役員退職慰労引当金の計上基準 

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給

見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。 

(11) 利息返還損失引当金の計上基準 

クレジットカード業を営む連結子会社（きらやかカード株式会社）において、債務者等から利息制限

法の上限金利を超過して支払った利息の返還請求に備えるため、利息返還損失引当金を計上しておりま

す。 

(12) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、

将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。 

(13) 受取保証料(役務取引等収益)の計上基準 

クレジットカード業を営む連結子会社(きらやかカード株式会社)における受取保証料(役務取引等収

益)については、中間連結会計期間末における被保証債務残高が全額期限前弁済されると仮定した場合

に返戻を要する保証料額(契約に基づく金額)を、受取保証料の総額から除いた額を収益として計上する

方法を採用しております。 

(14) 外貨建資産・負債の換算基準 

当行の外貨建資産・負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

(15) リース取引の処理方法 

当行並びに国内の連結される子会社及び子法人等の所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が平成 20 年 4 月 1 日前に開始する連結会計年度に属するものについては、通常の賃

貸借取引に準じた会計処理によっております。 

(16) 重要なヘッジ会計の方法 

(ｲ) 金利リスク・ヘッジ 

当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融

商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告

第24号。以下「業種別監査委員会報告第24号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。

ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・
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貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を個別契約ごとに特定し、有効性の評価をしてお

ります。また、キャッシュ･フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変

動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。 

なお、一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。 

(ﾛ) 為替変動リスク・ヘッジ 

当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業に

おける外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監

査委員会報告第25号。以下「業種別監査委員会報告第25号」という。）に規定する繰延ヘッジによっ

ております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺

する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外

貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することに

よりヘッジの有効性を評価しております。 

 (17) 消費税等の会計処理 

当行並びに国内の連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式

によっております。 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

1．関係会社の株式（及び出資額）総額(連結子会社及び連結子法人等の株式（及び出資額）を除く）63百万円 

2．貸出金のうち、破綻先債権額は3,049百万円、延滞債権額は45,452百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本

又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った

部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第

96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図る

ことを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

3．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は715百万円であります。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出

金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

4．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は3,397百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の

支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延

滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

5．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は52,615百万円であ

ります。 

なお、上記2．から5．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

6．手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入

れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりま

すが、その額面金額は、10,517百万円であります。 

7．ローン・パーティシペーションで、平成7年6月1日付日本公認会計士協会会計制度委員会報告第3号に基づ

いて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のうち、中間連結貸借対照表計上額は、700

百万円であります。 

8．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産  

有価証券 14,411 百万円 

その他 6 百万円 

担保資産に対応する債務  

預金 1,257 百万円 

上記のほか、為替決済、共同システム等の取引の担保として、有価証券31,319百万円を差し入れておりま

す。 

また、その他資産のうち保証金は 722 百万円であります。 

9．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合

に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約で

あります。これらの契約に係る融資未実行残高は、101,457百万円であります。このうち契約残存期間が1年

以内のものが71,666百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必

ずしも当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではあり

ません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行

並びに連結される子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすること

ができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を

徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契

約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

10．土地の再評価に関する法律（平成 10 年 3 月 31 日公布法律第 34 号）に基づき、当行の事業用の土地の再
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評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として

負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

再評価を行った年月日  平成 11 年 3月 31 日 

同法律第 3条第 3項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成 10 年 3 月 31 日公布政令第 119 号）第 2 条第 1 号に定め

る地価公示法の規定により公示された価格、第 2 条第 3 号に定める土地課税台帳及び第 4 号に定

める地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表

した方法に基づいて、奥行価格補正、側方路線影響加算等合理的な調整を行って算出。 

同法律第 10 条に定める再評価を行った事業用の土地の当中間連結会計期間末における時価の合計額と

当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 6,403百万円 

11．有形固定資産の減価償却累計額 17,348 百万円 

12. 社債には、劣後特約付社債 12,000 百万円が含まれております。 

13. 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第 2条第 3 項）による社債に対する保証

債務の額は 9,293 百万円であります。 

14．１株当たりの純資産額 221 円 90 銭 

15. 銀行法施行規則第 17 条の５第１項第３号ロに規定する連結自己資本比率（国内基準）10.44％ 

 

（中間連結損益計算書関係） 

1．「その他経常費用」には、睡眠預金払戻損失引当金繰入額415百万円、貸出金償却346百万円及び株式等償却

247百万円を含んでおります。 

2．１株当たり中間純利益金額 5円 93 銭 

3. 潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額 5円 87 銭 

4. 当中間連結会計期間において、当行が保有する以下の資産について使用目的を変更すること及び使用

を中止または中止を予定したこと等に伴い投資額の回収が見込めなくなったことから、以下の資産につ

いて減損損失を計上しております。 

減損損失  （単位：百万円）

用 途 種 類 場 所 金 額 

遊 休 土 地 山形県          10 

合   計        10 

  営業用店舗については、それぞれを収益管理上の区分（エリアに属する店舗グループ、エリアに属し

ないそれぞれの店舗）ごとにグルーピングし、最小単位としております。また、遊休資産は、各資産を

最小単位としております。本部、地区センター等については独立したキャッシュ・フローを生み出さな

いことから共用資産としております。 

  なお、当中間連結会計期間の減損損失の測定に使用した回収可能額は正味売却価額であります。正

味売却価額は、不動産鑑定評価書又は地価公示法により公示された価格等に基づいて時価の算定を行っ

ております。 
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（有価証券関係） 

中間連結貸借対照表の「有価証券」について記載しております。 

1． 満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成21年9月30日現在） 

 
中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 

時価 

(百万円) 

差額 

(百万円) 

国債 ― ― ―

地方債 ― ― ―

社債 7,914 8,099 185

その他 1,902 1,747 △ 154

合計 9,816 9,847 30

（注） 時価は、当中間連結会計期間末日における市場価格等に基づいております。 

 

2．その他有価証券で時価のあるもの（平成21年9月30日現在） 

 
取得原価 

（百万円） 

中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 

評価差額 

(百万円) 

株式 9,782 8,195 △ 1,586

債券 147,909 149,736 1,826

国債 115,799 117,509 1,709

地方債 2,152 2,179 27

社債 29,957 30,046 89

その他 39,630 39,164 △ 465

合計 197,322 197,096 △ 225

（注） 1．中間連結貸借対照表計上額は、当中間連結会計期間末日における市場価格等に基づく時価によ

り計上したものであります。 

2．その他有価証券で時価のあるもののうち､当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落し

ており､時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては､当該時価をも

って中間連結貸借対照表価額とするとともに､評価差額を当中間連結会計期間の損失として処理

（以下「減損処理」という｡）しております｡ 

当中間連結会計期間における減損処理額は、株式247百万円であります。 

また、有価証券の減損処理にあたっては､個々の銘柄について中間連結会計期間末日における時

価が取得原価に比べて50％以上下落している場合はすべて実施しており､30％以上50％未満の下

落率の場合は､発行会社の業績や過去一定期間の時価の推移等を考慮し､時価の回復可能性が認め

られないと判断されるものについて実施しております。 

（追加情報） 

変動利付国債の時価については、昨今の市場環境を踏まえた検討の結果、引続き市場価格を時

価とみなせない状態にあると判断し、当中間連結会計期間末においては、合理的に算定された価

額をもって中間連結貸借対照表計上額としております。 

これにより、市場価格をもって中間連結貸借対照表価額とした場合に比べ、「有価証券」は5,697

百万円増加、「その他有価証券評価差額金」は5,697百万円増加しております。 

変動利付国債の合理的に算定された価額は、固定利付国債の価格に整合的な割引率と市場で評

価されるスワップション・ボラティリティを価格決定変数として、将来のキャッシュ･フローを想

定し、算定した現在価値であります。 

 

3．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額（平成21年9月30日現在） 
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内 容 金 額(百万円) 

満期保有目的の債券    

 非上場国内債券 380

その他有価証券    

 非上場株式（店頭売買株式を除く） 1,117

 非上場国内債券 8,913

 非公募転換社債 291

 

 

（金銭の信託関係） 

1．満期保有目的の金銭の信託（平成21年9月30日現在） 

該当事項はありません。 

 

2. その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)（平成21年9月30日現在） 

該当事項はありません。 
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